
１　財政分析編

（１）公共施設をとりまく状況

○  公共施設は高度経済成長期を中心に、人口増加に伴う行政ニーズに対応するため 

  集中的に多くの公共投資が行われ、地方公共団体は膨大な量の公共施設とインフラ

  （公有資産）を有していますが、今後はこれらが順次更新時期を迎え、多額の維持

  更新費が必要となることが見込まれます。

○  一方、日本の人口は平成１６年をピークに人口の減少が始まっており、京都府に 

　おいても同年の２６４万人をピークに総人口は減少が続いています。平成４７年に

  は人口が２４０万人を切り、高齢化率も同年に３２．３％に達し、約３人に１人が

　高齢者になると考えられており、公共施設においても人口減少や人口構造の変化に

　伴うニーズの変化への対応が必要となります。

資料Ⅰ　将来人口と高齢化率の推移（京都府）

資料Ⅱ　将来人口と高齢化率の推移（市町村別）

　特集　公共施設の状況と今後の課題等
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○　一方で、少子高齢化の進展等により社会保障関連経費は年々増大しており、これ

　まで行財政改革等に取り組み、人件費や普通建設事業費（結果として後年度の公債

　費）を中心に歳出の抑制を図ってきたものの、義務的経費は高止まりし、財政を圧

　迫しています。このような中、限られた財源で膨大な公共施設等全ての維持・更新

　を行うことは非常に困難になっています。

資料Ⅲ　普通建設事業費・維持補修費と義務的経費の推移（府内市町村合計（京都市除く））

○　こうした問題に対応するには、公共施設の現状と課題を調査・分析し，社会ニー

　ズに沿った施設サービスの質と施設の量を明らかにしながら、その結果を踏まえた

　見直しを図り、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行

　うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を

　実現することが必要となってきます。

（２）公共施設整備の状況

○　府内の公共施設の人口一人あたり延床面積は全国平均よりもやや少なくなってお  
　り、割合については、公営住宅が全国平均に比べてやや低くなっていますが、概ね

　その割合は近似しています。

○　中でも、とりわけ高い割合を占めるのが学校教育施設です。同施設は、人口構成    

　（児童・生徒数）の変化の影響も受けやすいため、統廃合や廃校後を含めた施設の

　有効活用について、特にマネジメント上の配慮が必要な分野です。
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資料Ⅳ－１　公共施設の構成（京都府（京都市除く）） 資料Ⅳ－２　公共施設の構成（全国）

資料Ⅴ　各公共施設の構成割合（市町村別）

○　また、京都府内の公共施設の一人あたり延床面積と地方債残高の関係に着目して

　みると、合併団体・小規模団体は、いずれの指標も高くなる傾向にあります。

○　小規模団体が高くなる原因は、人口の多寡に関わらず、最低限の公共施設を整備

　しなければならないことが一因であると考えられます。

○　合併団体における一人当たり延床面積の大きさは公共施設の整理や合理化が短・

　中期的にはなかなか進められていない可能性を示すものであり、また、一人あたり

　地方債残高の大きさは、主に合併特例債を活用した高水準の社会資本整備を進めて

　きたことに起因することが考えられ、公債費が今後の合併団体の財政を圧迫するこ

　とも懸念されます。

総延床面積4,211千㎡（3.64㎡／人） 総延床面積485,277千㎡（3.79㎡／人） 

出典：平成27年度公共施設状況調査 

出典：平成27年度公共施設状況調査【一部加工】 
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長岡京市 6.6% 0.0% 0.0% 38.1% 18.5% 0.0% 0.0% 7.3% 29.1% 0.4% 100%
八幡市 5.6% 1.2% 0.0% 30.4% 13.6% 0.0% 0.0% 19.2% 27.3% 2.7% 100%
京田辺市 7.4% 1.3% 7.1% 30.8% 14.6% 0.0% 0.0% 10.6% 27.9% 0.3% 100%
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笠置町 8.2% 0.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 30.9% 43.3% 0.0% 100%
和束町 9.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.7% 59.9% 0.0% 100%
精華町 9.6% 3.0% 0.3% 27.9% 18.7% 0.0% 0.0% 8.3% 32.2% 0.0% 100%
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伊根町 2.8% 1.4% 0.4% 14.1% 15.8% 0.0% 0.0% 11.0% 48.2% 6.3% 100%
与謝野町 7.3% 1.5% 0.0% 22.9% 13.3% 0.0% 0.0% 12.6% 39.5% 2.9% 100%
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○　また、一人あたり延床面積が少ないにも関わらず、一人あたり地方債残高が多い 

　団体は、必要以上に過剰な能力を有した施設を保有していないか検証が必要です。

○　逆に、一人あたり延床面積が大きいにも関わらず、一人あたり地方債残高が少な 

　い団体は、今後、老朽化に伴う更新投資のピークが訪れる可能性があるものと考え

　られます。

資料Ⅵ－１　一人あたり延床面積と地方債残高（市）

資料Ⅵ－２　一人あたり延床面積と地方債残高（町村）
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○　普通建設事業費における新規・更新に充てられた事業費を類似団体と比較すると
　京都府は多くの団体で類似団体の平均値を下回っています。

○　有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）、将来負担比率の相関図（図Ⅷ）と
　も合わせて見る必要がありますが、有形固定資産減価償却率が高いにも関わらず、
　普通建設事業費が類似団体よりも低い団体は、公共施設等の維持・更新が適切に行
　われているか再検証が必要です。

資料Ⅶ－１　人口一人あたり普通建設事業費（新規・更新）と類似団体との比較（市）

資料Ⅶ－２　人口一人あたり普通建設事業費（新規・更新）と類似団体との比較（町村）
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○　また、公共施設の有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）と将来負担比率の 
　関係も、注意が必要な項目の一つです。
　　たとえ将来負担比率が低くても、有形固定資産減価償却率が高い場合、老朽化対 
　策の先送りという潜在的な将来負担が発生している可能性があることに注意が必要
　です。

資料Ⅷ　有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）と将来負担比率　

（３）公共施設マネジメントの対応例

○　ここまでは分析の一例ですが、公共施設のあり方を検討するにあたっては、より

　詳細なストック情報を整理し、公共施設の老朽化対策の推進状況を把握するととも

　に、個別の施設ごとに利用状況やコスト・老朽化度を可視化し、その状況に応じ、

　当該施設の維持・更新に係る対応の方向性を整理し、具体的な手法を検討する等に

　より、最適なマネジメントを行うことが求められます。

資料Ⅸ　利用状況・コストによる施設分類の例（参考）
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○　自治体のマネジメントの手法は多種多様であると考えられますが、以下のような

　手法が代表的なものとして考えられます。

　①　地方公会計の活用

　　例①：統一的な基準により整備した固定資産台帳を精緻化し（例えば道路につ

　　　　いて、会計年度単位での整備にとどまらず路線単位で整備）、耐用年数が

　　　　到来したものをリストに抽出するなど個別検討が可能な状態に整備。また、

　　　　専用の基金を設置するとともに、予算に特別枠を設置し、予防措置にも予

　　　　算を配分できるよう配慮。　

　　例②：所管部局で個別に保有・管理されている公共施設をデータベース化し、

　　　　一元管理することで、公共施設の維持・改修、管理・運営に関するフルコ　

　　　　ストに加え、利用・効果に関する状況等のデータ分析を実施。

　②　部局間・住民間との情報共有及び協働
　　適切な公共施設のマネジメントには、各施設の態様に応じたきめ細かな対応が
　求められます（例えば、使用料収入と管理コストのバランスなど、収支状況を見
　える化し、適切な受益者負担のあり方を検討）。また、公共施設のあり方は、地
　域のまちづくりに大きな影響を与えることから、住民とともに公共施設の活用方
　法を検討することが、より質の高い公共サービスを提供するために重要です。
　　取組の推進に当たっては、組織横断的な職員連携は勿論、住民と情報や問題意 
　識を共有し、ワークショップやセミナーを通じた直接の意見交換により、住民と
　の合意形成を図りながら進めることが重要です。
　

　③　その他

　　・　ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用

　　　公共施設の種類は多岐にわたり、数も膨大です。これらを行政のみで効率的

　　にマネジメントすることは困難です。ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を活用することで、

　　財政負担を軽減しつつ、公共サービスの水準を維持・向上するために、民間の

　　知恵や技術を効果的に取り入れることが期待できます。また、民間における新

　　たな事業の創出につながるような「Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係」を目指し、効果的

　　な公民連携事業についての検討が必要です。　　

　　　京都府においても官民が協力して公共サービスを提供するＰＰＰ／ＰＦＩの

　　推進ネットワーク「京都府公民連携プラットフォーム（仮称）」を平成２９年

　　度から設置し、官民双方が付加価値の高い公共サービスの提供や、活力ある地

　　域社会の形成に資する事業を柔軟に提案し、実行に移すことができる体制づく

　　りを目指すこととしています。

　　・　有利な財源の活用

　　　平成２９年度に創設された「公共施設等適正管理推進事業債」において、平

　　成２６・２７年度から措置されている施設の集約化・複合化や、他用途への転

　　用・除却事業に加え、長寿命化や市町村役場立替え等の事業にも活用できる有

　　利な地方債が創設されていますので、積極的に活用していく必要があります。

 7



○　農林水産業や自営業を営む方々等のための医療保険制度として発足した国民
　健康保険は、「医療保険の最後の砦」とも言われ、国民のセーフティネットと
　しての役割も果たしています。しかし近年、低所得者層が増加し、加入者の約
　８割が無職や非正規労働者となっているほか、加入者の平均年齢も高く、医療
　費が増大し、多くの市町村で多額の収支不足が発生する等大変厳しい財政状況
　となっています。　

○　この収支不足に対して、保険料（税）の引き上げによりその解消を図るのが

　原則ですが、加入者の負担能力にも限界があり、多くの市町村が一般会計から

　の繰出金に頼っています。しかし、繰出基準を超え国保会計に対して財源を投

　入することについては、受益と負担の観点から慎重に考える必要があります。

○　こうした国保財政の現状と課題を踏まえ、「持続可能な医療保険制度を構築

　するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年５月２７日成

　立）」に基づく措置として、平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主

　体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役

　割を担うこととなりました。また、保険者の努力に対して支援金を支給する等

　財政基盤強化の取組も盛り込まれることとなっています。

○　しかし、高齢化のさらなる進展などの社会変化の影響を受けやすい国保財政

　は、今後も厳しい状況が続くものと懸念されます。今回の改革とともに、低所

　得者対策など構造的課題を軽減するための取組が引き続き重要となっています。

資料Ⅹ　市町村別国保収支

　コラム　国民健康保険事業会計の状況
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（１）歳入・歳出（フロー）に関するポイント

○　歳入では、税収の８０％以上を個人住民税と固定資産税が占め、比較的安定した

　構造となっています。しかし、個人住民税には個人所得の動向に左右されるという

　一面があるため、税収の安定には、産業の振興や雇用の安定が求められます。

　　一方、府内の市町村毎の税収の状況を見ると、税源が偏在しており、京都市周辺

　部とそれ以外の地域で大きな差が見られます。

○　地方交付税は、この税源の偏在をカバーし、どの地域でも最低限必要な行政サー

　ビスの水準を確保する役割を担っています。

　　しかし、交付税総額の確保は、その財源となる法定５税（所得税、法人税、酒税、

　消費税、地方法人税）だけで賄えない状況が続いています。これは国においては赤

　字国債、地方においては臨時財政対策債の大量発行が続けられており、後年度への

　負担の先送りとなっている点に注意が必要です。

　　また、今後の交付税総額の動向も不透明な状況にあり、景気を回復させ、税源を

　確保・涵養することが課題となっています。

○　歳出については、社会保障関連経費が１０年前と比べると倍増しており、人件費

　や公債費を削減して、財源を捻出する手法にも限界がきている状態となっています。

　今後さらなる少子高齢化社会を見据えれば、社会保障の充実・安定化は必要不可欠

　であり、その機能強化分も含めて財源を確保することが課題となっています。

○　合併団体については合併特例期間中で地方交付税が一時的に多くなっていますが、

　平成２７年度以降、地方交付税に関する特例措置（合併算定替）が段階的に縮減し

　ていくため、財源確保や行財政改革の取組が引き続き重要となっています。

　１－１　決算の状況及び課題
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（２）決算収支

○　実質単年度収支は府内市町村全体では平成２６年度に赤字となったものの、平

　成２７年度は再び黒字となりました。

　　地方消費税交付金の増や災害復旧事業の進捗により、財政調整基金の取り崩し

　等が減少したことなどが要因であり、赤字だった状態から収支は改善しましたが、

　今後も引き続き注意する必要があります。

資料１　実質単年度収支の推移（市町村計）

（３）歳入の状況

○　歳入総額は平成２１年度以降、国の臨時交付金などの影響もあり、高い水準

　にあります。平成２７年度は地方消費税交付金が大幅に増加したこと等が要因

　となり、平成２６年度に引き続き過去２番目に高い規模となっています。

資料２－１　歳入の推移（市町村計）
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○　税収は、平成１９年度に所得税等の税源移譲により大幅な増加が見られました

　が、その後リーマンショックの影響等により減少し、近年はほぼ横ばいで推移し

　ています。平成２７年度は個人住民税や法人住民税が増となったものの、固定資

　産税が評価替えの影響で減となったこと等により、総額としては微増となりまし

　た。また、徴収率は各市町村の努力に加え、京都地方税機構の発足もあり、同機

  構が本格的な徴収業務を開始した平成２２年度以降着実に増加しています。

資料２－２　地方税と徴収率の推移

○　地方交付税は、普通交付税が人口減少等特別対策事業費の創設等により増加しま

　したが、特別交付税は災害対応等の進捗により減少し、総額としては微増となりま

　した。また、臨時財政対策債（後年度に交付税算入あり）も減少したことで、実質

　的な地方交付税の総額は減少しました。臨時財政対策債は引き続き高い水準で推移

　しており、留意する必要があります。

資料２－３　実質的な地方交付税額（臨時財政対策債含む）の推移
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資料２－４　人口１人当たり地方交付税

○　人口１人当たりの地方税は、自治体間で最大３．８４倍の開きがあり、税源が

　偏在している状況が続いています。

資料２－５　人口１人当たり地方税
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○　１人当たり個人住民税は、域内の経済活動や所得と密接な関連が見られ、地域の
　経済力は人口減少や高齢化にも影響を受けます。このため、市町村が社会構造の変
　化に対応していくことが求められます。
資料２－６　人口１人当たりの個人住民税

○　法人住民税については、自治体間で偏在が大きい税目で、立地企業の業種や資本

　取引等にも大きく左右されることから、経年の推移を分析する必要があります。

　　また、それぞれの市町村では企業誘致に積極的に取り組んでいます。
　
資料２－７　人口１人当たりの法人住民税
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○　人口１人当たりの固定資産税収は企業分も含むため、工場や発電所などが多く所
　在する団体で高くなる傾向があります。

資料２－８　人口１人当たりの固定資産税

○　市町村税の徴収率については、京都地方税機構の取組もあり、全体として徐々に

　高くなってきていますが、大口滞納者の存在や不納欠損処分の遅れなどを要因とし

　て、小規模団体において徴収率が低い傾向にあり、引き続き滞納整理の強化への取

　組が必要です。

資料２－９　徴収率（現年課税分＋滞納繰越分）
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資料２－１０　市町村税の主な税率
(平成２８年４月１日現在)

区　　分

京 都 市 ○
（注１）

11.9 ○ 0.3
（注１）法人税割9.7%(資本金等の額
が3億円以下で、かつ、法人税額年
1,600万円以下の法人)

福 知 山 市 1.2 12.1 1.5 0.1

舞 鶴 市 1.2 12.1 1.6 －

綾 部 市 1.2 12.1 1.5 0.1

宇 治 市 1.2 12.1 ○ 0.25

宮 津 市 1.2 12.1 1.5 0.1

亀 岡 市 1.2 12.1 1.5 0.1

城 陽 市 1.2 12.1 ○ 0.25

向 日 市 1.2
（注２）

12.1 ○ 0.25
（注２）法人税割9.7％(資本金等の額が1
億円以下の法人）

長 岡 京 市 1.2
（注３）

12.1 ○ 0.25
（注３）法人税割9.7％(資本金等の
額が1億円以下の法人)

八 幡 市 1.2
（注４）

12.1 ○ 0.3
（注４）法人税割10.6％(資本金等の
額が5億円未満の法人)

京 田 辺 市 1.2 12.1 ○ 0.28

京 丹 後 市 1.2 10.9 ○ －

南 丹 市 ○ 12.1 1.5 0.2

木 津 川 市 1.2 12.1 ○ 0.15

大 山 崎 町 1.2
（注５）

12.1 ○ －
（注５）法人税割9.7％(資本金等の
額が1億円以下の法人)

久 御 山 町 1.2 11.1 ○ 0.22

井 手 町 1.2 12.1 ○ 0.25

宇 治 田 原 町 1.2 12.1 ○ －

笠 置 町 1.2 12.1 ○ －

和 束 町 1.2 12.1 1.5 －

精 華 町 1.2 12.1 ○ 0.25

南 山 城 村 1.2 12.1 ○ －

京 丹 波 町 ○ 12.1 1.5 －

伊 根 町 1.2 12.1 ○ －

与 謝 野 町 1.2 12.1 ○ －

標準税率 － 3 9.7% 0 1.40% 18 0.10% 4

1.2倍 23 10.9% 1 1.50% 7 0.15% 1

11.1% 1 1.60% 1 0.20% 1

11.9% 0 0.22% 1

12.1% 19 0.25% 6

不均一 5 0.28% 1
制限税率0.30% 2

合計 26 26 26 16
※個人住民税は、全団体一律（均等割3,500円、所得割6％）
※軽自動車税は、全団体一律（制限税率1.5倍）

都市計画税には制限税率があり、
標準税率はありません。超過税率

市　町　村　民　税 固定資産税 都市計画税

法人税割・合併特例による
不均一課税等の状況

法人均等割 法人税割
○は標準税率
（1.4％）

制限税率
（0.3％）○は標準税率

○は標準税率
（9.7％）

(倍)  (％)  (％)  (％)
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○　府内の合併団体は、合併後１４～１５年間は経過措置として一時的に地方交付税

　や臨時財政対策債が増額となっており、特に京丹後市、南丹市、京丹波町及び与謝

　野町においては、合併算定替の効果額が歳入の３％以上を占めています。

　　合併算定替による増額分は今後段階的に減少していくことから、さらなる行財政

　改革を進めていく必要があります。

資料２－１１　普通交付税における合併算定替の効果

※合併算定替の適用期間及び適用規模
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15
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1年目 2 3 4 5 6 7 8 11 14

1.0
0.9

合併算定替適用額
0.7

12 13

0.1

1年目 2 3 4 5 6 7 8 149

0.3

10 11 12 13

※合併後１０年到来時期（旧合併特例法） 
 Ｈ２６年度・・・京丹後市 

 Ｈ２７年度・・・福知山市、南丹市、京丹波町、与謝野町、 

         京都市  

※合併後９年到来時期（合併特例法（H17.4.1施行）） 
 Ｈ２７年度・・・木津川市 

＊４月１日に合併した団体の場合  

 は、合併後１１年到来時期 

※平成２７年度の京都市の普通交付税については、算定替えによる交付基準額の増額がなかったため、本資料には掲載 

 していない。福知山市・京丹波町以外は算定替により交付税は増額効果があったが、臨時財政対策債の効果はなかった。                       
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（４）歳出の状況

○　平成２７年度の歳出は、学校施設耐震化事業や統合保育所整備事業等の大型の普

　通建設事業の完了や災害復旧事業の進捗により普通建設事業費や災害復旧費が減少

　する一方、国勢調査による非常勤職員の増員や保育所運営費の増加等により人件費

　や社会保障関連経費が増大したことで、過去２番目に大きい規模となっています。

資料３－１　歳出規模の推移

資料３－２　平成２６・２７年度と平成１１年度の歳出決算額の比較

　○　平成２６・２７年度と

　　同年度を除き過去最大で

　　あった平成１１年度とを

　　比較すると、その内訳は

　　は大きく変化しています。

　○　人件費や普通建設事業

　　費等は大きく減少してい

　　ますが扶助費や繰出金、
　　物件費は大きく増加して

　　います。

　○　また、公債費について

　　ほぼ横ばいの傾向があり

　　ますが、その内訳は、建

　　設地方債は減少している

　　一方、臨時財政対策債が

　　年々増加しています。

423,515 
416,222 415,837 

457,710 460,757 453,217 461,849 464,370 
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500,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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年度 

歳出合計額 実質的な一般財源 

人件費 1,026  
人件費 839  人件費 854  

物件費 513  
物件費 580  物件費 597  

維補費 38  
維補費 37  維補費 36  

扶助費 444  
扶助費 972  扶助費 984  

補助等 450  

補助等 447  補助等 488  公債費526  

公債費（臨財除き） 
404  

公債費（臨財除き） 
378  

公債費（臨財） 120  
公債費（臨財） 132  

繰出金 305  

繰出金 530  繰出金 536  
普建費 1,175  

普建費 698  普建費 608  

その他 108  
その他 115  その他 87  
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5,000
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4,830 
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○　義務的経費は扶助費及び社会保障関連繰出金の増加が著しくなっています。

　（平成１８年度 → ２７年度　１．６９倍）

　　平成２０年度には扶助費及び社会保障関連繰出金の合計額が人件費を初めて上回

　り、子ども手当（現児童手当）創設により大幅増となった２２年度以降、人件費を

　大きく引き離しています。人件費や公債費の削減で財源を捻出する手法は限界にき

　ており、扶助費や繰出金、物件費などを含めた幅広い改善努力が必要となります。
資料３－３　義務的経費の推移

（５）財政構造の弾力性

○　財政の弾力性を表す「経常収支比率」は、平成２６年度は人件費や扶助費の増等
　が要因で悪化しましたが、平成２７年度は地方税や地方交付税、地方消費税交付金

　の増額や公債費の減少により、大きく改善しています。

　　しかし、近年の比率の改善は地方消費税交付金・地方交付税の増額など経常一般

　財源（比率算出における分母）が拡大したという要素が大きく、経常的支出に充て

　る一般財源の額（分子）はむしろ増加し続けていることに注意が必要です。

資料４－１　経常収支比率の推移

92,311  91,861  89,196  87,973  85,866  86,143  83,646  81,131  83,889  85,425  

56,000  56,455  56,278  55,522  55,142  53,804  53,214  51,882  52,430  51,051  

55,465 59,662 62,386 66,197 
83,205 87,852 89,370 91,191 

97,212 98,359 
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＋55,978（1.69倍） 

80,752 

136,730 

△6,886 
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○　経常収支比率の構成割合を見ると、人件費の寄与率は減少しています（平成１８

　年度３１．３％ → ２７年度２６．１％）。これは、行財政改革の取組の成果であ

　ると考えられます。

　　一方で扶助費の寄与率は確実に増加しています（平成１８年度６．６％ → ２７

　年度８．９％）。

資料４－２　経常収支比率の構成割合

資料４－３　市町村別経常収支比率
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（６）地方債現在高及び基金残高（ストック）

○　府内市町村の地方債残高（普通会計、公営事業、公営企業、一部事務組合）は、

　府内総生産（京都市除く約４兆円）の約１／４に、また平成２７年度歳出額

　（４，８３０億円）の約２倍に相当します。

○　地方債残高は繰上償還の実施や公共投資の抑制等により、平成１７年度をピー

　クに減少傾向となっていましたが、臨時財政対策債の残高の増加等により、平成
　２５年度を境に微増となっています。

○　なお、人口１人当たりの地方債残高が多くても、「実質公債費比率」や「将来

　負担比率」が低くなっている場合があります。これは、比率の算定に当たって、

　臨時財政対策債や過疎債等の交付税算入のある地方債や、充当可能な基金等が控

　除されることが一因となっています。

　

○　過去の公共投資が地方債残高に反映する結果となっていますが、地方債の償還
　が終わった施設については、施設更新の検討が必要になる場合があります。公共

　投資を抑制する一方で、こうした施設の更新に対応していくことが課題になって

　きています。

資料５－１　地方債残高の推移（公営事業、公営企業、一部事務組合を含めた全会計）
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○　普通会計の地方債残高は、５年連続の増額となりました。

　　これは、平成１３年度以降地方債発行額の大部分を占めてきた臨時財政対策債の

　残高が年々積み上がっていることによるものです。

　　なお、臨時財政対策債を除いた地方債残高は、社会資本整備の抑制、公債費縮減

　対策等を進めてきた結果、１４年連続の減少となりました。

資料５－２　地方債残高の推移（普通会計）

資料５－３　人口１人当たり地方債残高（普通会計（一部事務組合分を除く））

454,523 458,969 455,198 444,245 437,966 421,791 403,274 380,930 359,831 345,638 

5,895 18,978 45,797 64,858 78,902 90,334 99,045 

106,293 118,784 

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

百
万
円
 

年度 

臨時財政対策債 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

宮
津
市
 

京
丹
後
市
 

伊
根
町
 

与
謝
野
町
 

福
知
山
市
 

舞
鶴
市
 

綾
部
市
 

亀
岡
市
 

南
丹
市
 

京
丹
波
町
 

向
日
市
 

長
岡
京
市
 

大
山
崎
町
 

宇
治
市
 

城
陽
市
 

八
幡
市
 

京
田
辺
市
 

木
津
川
市
 

久
御
山
町
 

井
手
町
 

宇
治
田
原
町
 

笠
置
町
 

和
束
町
 

精
華
町
 

南
山
城
村
 

京
都
市
 

千
円
 

臨時財政対策債 

普通会計債（臨時財政対策債以外） 

丹 後 中丹 南丹 

403,274 380,930 359,831 345,609 330,893 315,246 311,783 302,998 300,397 297,064 

90,334 
99,045 

106,293 118,781 139,195 154,871 
168,967 183,801 

195,754 204,032 

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

百
万
円
 

年度 

臨財債残高 

山    城 

 21



○　基金残高は、リーマンショックを契機として、経済危機や人口減少など不測の

　事態に備えるための財政調整基金の増加や、公共施設の老朽化対策に備えて設置

　した施設整備基金の増加等により、近年は増加傾向が続いています。

　　平成２６年度は災害対応等により生じた財源不足への対応として行った財政調

　整基金の取り崩し等により、５年ぶりに減額となりましたが、災害復旧事業の進

　捗や、地方消費税交付金の増額等により、平成２７年度は再び増額に転じました。

資料５－４　基金残高の推移

資料５－５　　人口１人当たり基金残高
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（１）実質赤字比率及び連結実質赤字比率

○　平成２０年４月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基

　づき算出された健全化判断比率のうち、府内市町村で「実質赤字比率」及び「連結

　実質赤字比率」で早期健全化基準を超過する団体はありませんでした。

（２）実質公債費比率

○　一部事務組合や公営企業の償還等も含めた地方債の返還額及びこれに準ずる額の

　規模を指標化し、資金繰りの程度を示す「実質公債費比率」についても、早期健全

　化基準（２５．０％）を超過する団体はありませんでした。

　　なお、前年度までの繰上償還を始めとする公債費縮減対策や近年の地方交付税の

　増額等を受け、全体として比率は下降傾向にあり、地方債の発行に許可が必要とな

　る１８．０％以上となった団体は、平成２７年度もありませんでした。

資料６－１　実質公債費比率の推移

資料６－２　市町村別実質公債費比率

　１－２　健全化判断比率の状況
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（３）将来負担比率

○　一部事務組合や公営企業も含めた地方債の残高や、将来支払っていく可能性のあ

　る負担等の額を指標化し、将来の財政圧迫の程度を示す「将来負担比率」について

　も、早期健全化基準（３５０．０％、政令指定都市は４００．０％）を超過する団

　体はありませんでした。

　　

資料６－３　将来負担比率の推移

資料６－４　市町村別将来負担比率
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丹 後 中丹 南丹 山    城 

【参考】全国の早期健全化基準以上の団体 
  ○ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率：該当なし 

  ○ 実質公債費比率：１団体   （北海道）夕張市 

  ○ 将来負担比率：１団体     （北海道）夕張市 
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（１）地方公営企業の経営状況

○　本来独立採算で行うべき地方公営企業は、各事業の特性によって経営状況に違い

　がみられます。

　　特に下水道、簡易水道については基準外繰入によって収支均衡・資金不足解消を

　図る傾向が強く、経営改革が必要となっています。

　　なお、平成26年度決算から公営企業会計制度が改正されたことにより、公営企業

　会計を適用する事業の資金状況については、減少傾向が見られますが、経営の状態

　が変わるものではありません。

資料７－１　公営企業の経営状況（資金不足の状況（解消可能資金不足額控除前））

資料７－２　地方公共団体財政健全化法に基づく資金不足比率の状況（％）

　１－３　地方公営企業及び第三セクターの状況
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年度 
上水道 病院 簡易水道 下水道 

※財政健全化法における資金不足比率の算定にあたっては、解消可能額等を控除するため、 

 資金不足額が指標に直接反映しない。 

※舞鶴市の市場事業は、平成２５年６月３０日付けで会計廃止。 
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金
不
足
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23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

福知山市 5.2(宅造：石原) 10.4(宅造：石原) - - -

舞鶴市 - 158.7(市場) - - -

宮津市 - - - - -

城陽市 - - 4.6（下水道） 6.2（下水道） -

与謝野町 - - - - -

山城病院 - - - - -

京都市
  57.8（地下鉄）
　25.9（市バス）

  31.9（地下鉄）
  17.2（市バス）

  24.4（地下鉄）
    5.2（市バス）

  14.8（地下鉄）
-
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○　上水道事業は普通会計からの基準外繰入を行わなくても剰余金が生じており、比
　較的健全な経営状況にあります。

　　しかしながら、節水の普及や人口減少により、今後厳しい経営が予想されること

　から注意が必要です。

資料７－３　上水道事業の経営状況

※統計上基準外繰入には他会計繰入金のほか、他会計出資金、他会計補助金、他会計借入金が含まれる。

○　簡易水道事業は、大半が普通会計からの基準外繰入を行って実質収支を黒字化又

　は収支均衡を図っており、非常に厳しい経営状況となっています。

資料７－４　簡易水道事業の経営状況

　　※実質黒字額は「形式収支」から「翌年度に繰越すべき財源」を控除したものである。

　　※上水道事業への統合により、宇治市と宇治田原町の簡易水道事業は平成２６年度末をもって廃止。
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○　下水道事業は普通会計等からの基準外繰入がなければ資金不足が生ずる状況と

　なっており、抜本的な経営改善が求められます。

資料７－５　下水道事業の経営状況（解消可能資金不足額控除前）

※公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農集集落排水事業、漁集集落排水事業の合計

※統計上基準外繰入には他会計繰入金のほか、他会計出資金、他会計補助金、他会計借入金が含まれる。

○　病院事業は、基準外繰入を行っている病院があるものの、公立病院改革プランに

　基づく経営改善への取組などにより、特に急性期を担う大規模病院ほど資金繰りは

　比較的安定してきている状況にあります。

資料７－６　病院事業の経営状況
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資料７－７　人口１人当たり企業債残高（全公営企業会計／一部事務組合分を除く）

資料７－８　水道料金（20立方m／月使用した場合の料金）
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資料７－９　下水道料金（20立方m／月使用した場合の料金）

資料７－１０　水道・下水道料金合計（20立方m／月使用した場合の料金）

※　水道料金は、上水道事業を実施している市町村は上水道料金を、それ以外は簡易水道料金を算出

　　下水道料金は、和束町及び京丹波町については特定環境保全公共下水道、伊根町については漁業集落排水、

　ほかは公共下水道で算出

　　なお、笠置町、南山城村は公営企業として下水道事業を実施していないため、水道料金のみの金額である。
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（２）第三セクターの経営状況

○　第三セクターは事業によって経営状況に違いがみられ、不良債務が生じたり多額

　の補助で収支均衡を図ったりするなど、経営改革が必要となっている法人もありま

　す。
資料８－１　第三セクターの経営状況

※資料：第三セクター等の状況に関する調査

※報告地方公共団体の単位で集計

※土地開発公社及び指定管理者収入代行方式の病院事業は除く

○　第三セクターのうち土地開発公社については、多額の長期保有土地を抱えて
　いる法人もあり、解散も視野に入れた早期の見直しが必要となっています。
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剰余金額 市町村からの補助金額 

丹後 中丹 南丹 山    城 

資料８－２ 土地開発公社の経営状況 

（単位：百万円）

公社名 出資(設立)団体
債務保証等
簿価総額

うち５年以上
保有

うち５年未満
保有

５年以上保有額／
標準財政規模

舞鶴市土地開発公社 舞鶴市 0 0 － 0.0%

宇治市土地開発公社 宇治市 2,086 1,449 637 4.2%

亀岡市土地開発公社 亀岡市 0 0 － 0.0%

乙訓土地開発公社 向日市、長岡京市、大山崎町 738 0 738 0.0%

城南土地開発公社
城陽市、八幡市、久御山町、
井手町、宇治田原町、笠置町、
 和束町、南山城村

2,368 2,322 46 5.2%

南丹・京丹波地区土地開発公社 南丹市・京丹波町 0 0 － 0.0%

丹後地区土地開発公社
宮津市、京丹後市、伊根町、
与謝野町

217 217 － 0.6%

学研都市京都土地開発公社 京田辺市、木津川市、精華町 595 595 0 1.5%

合計 6,004 4,583 1,421 1.9%

※資料：平成２７年度土地開発公社事業実績調査
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